
　次のとおり一般競争入札に付すこととしたので，地方公共団体の物品等又は特定役務の調

達手続の特例を定める政令（平成７年政令第 372 号）第６条の規定によって公告する。

　　平成 19年８月 24 日

広島県広島港湾振興局長　大　　内　　千　　秋

県一般 19第 24 号

１　調達内容

 (1)　工事名

　　　特定重要港湾　広島港　港湾環境整備工事（出島地区 19－４工区）

 (2)　工事場所

　　　広島県広島市南区出島二丁目地先

 (3)　工事概要

　　ア　工事延長　　　　　　            1,024.9 メートル

　　イ　水中不分離性コンクリート打設量    1,429 立方メートル

　　ウ　アスファルトマスチック打設量      1,369 立方メートル

　　エ　固化処理土打設量　　             27,294 立方メートル

　　オ　遮水シート敷設面積　             24,730 平方メートル

　　カ　裏込材投入量　　　　            186,181 立方メートル

 (4)　工期（予定）

　　　平成 19年 12 月定例広島県議会の議決の日の翌日から平成 21年３月 13 日まで（約 15

か月）

 (5)　予定価格

　　　2,885,286,000 円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

 (6)　施工の方式

　　　特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」という。）の各構成員が一体となって

工事を施工する共同施工方式とする。

２　契約に関する事務の委任を受けた職員

　　広島県広島港湾振興局長

３　共同企業体の構成に関する要件

 (1)　共同企業体の構成員数は，３者によるものとする。

　　　なお，この３者に係る４(1)アの格付けの組合せは，Ａ・Ａ・Ａとする。

 (2)　共同企業体の代表者は，より大きな施工能力を有する者とする。

 (3)  構成員の出資比率の最小限度は，20パ－セント以上とし，代表者の出資比率は，構成

員中で最大とする。

 (4)　共同企業体を結成した構成員は，本件工事において他の共同企業体の構成員となるこ

とができないものとする。

４　入札参加資格



 (1)　共同企業体の構成員に共通の資格要件

　　　次に掲げる要件をすべて満たしている者であること。

　　ア　平成 18年広島県告示第 860 号（平成 19 年度及び平成 20年度において県が発注する

建設工事の一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格及び資格審査の

申請手続等。以下「資格告示」という。）によって，土木一式工事についての入札参

加資格の認定を受け，格付けがＡに認定されている者であること。

　　イ　年間平均完成工事高（上記アの資格の審査を申請した際に添付した経営事項審査の

総合評定値通知書又は審査基準日がこれより後である経営事項審査の総合評定値通知

書による。）の構成員全員の総額が上記１(5)に掲げる予定価格以上であること。

　　ウ　建設業法（昭和 24年法律第 100 号）第 15 条の規定による特定建設業の許可を受け

ている者であること（平成 19 年８月 24 日現在において，５年以上の期間継続して許

可を受けていること。ただし，当該許可が失効した場合又は当該許可が取り消された

ことがある場合は，それ以前の許可期間は通算しない。）。

　　エ　本件工事に係る設計業務等の受託者以外の者であって，かつ，当該受託者と資本及

び人事面において次のいずれの関係にもない者であること。

　　 (ｱ)　当該受託者の発行済株式総数の過半数を有する。

　　 (ｲ)　代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている。

　　　　　なお，本件工事に係る設計業務等の受託者は，次のとおり。

　　　　　　中電技術コンサルタント株式会社

　　オ　次の法律の規定による申立てがなされていない者であること。ただし，手続開始の

決定後，知事が別に定める手続に基づいて入札参加資格の再認定を受けている者を除

く。

　　 (ｱ)  会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定による更正手続開始の申立て

　　 (ｲ)  民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定による再生手続開始の申立て

　　カ　この公告の日から入札日までの間のいずれの日においても，広島県の指名除外措置，

下請制限措置又は７(5)アの規定若しくは低入札価格調査制度事務取扱要綱第 10条第

３項の規定に該当したことによる入札参加の制限措置の対象となっていない者である

こと。

　　キ　この公告の日から入札日までの間のいずれの日においても，建設業法第 28条第３項

又は第５項の規定による営業停止処分（本件入札に参加し，又は本件工事の請負人と

なることを禁止する内容を含まない処分であって，既に広島県が行った指名除外措置

の措置理由たる事情の全部又は一部がその処分理由と重複しているものを除く。）を

受けていない者であること。

　　ク　地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16 号）第 167 条の４のいずれにも該当しない

者であること。

　　ケ　他の入札参加希望者（自らを構成員とする共同企業体の他の構成員を除く。以下同



じ。）と次のいずれの関係にもない者であること。

　　 (ｱ)　他の入札参加希望者の親会社（会社法〔平成 17年法律第 86 号〕第２条第４号の

親会社をいう。以下同じ。）

　　 (ｲ)  他の入札参加希望者の子会社（会社法第２条第３号の子会社をいう。以下同じ。）

　　 (ｳ)　他の入札参加希望者の親会社の子会社

　　 (ｴ)　役員又は管財人（会社更生法第 67 条の管財人及び民事再生法第 64条の管財人を

いう。以下同じ。）が他の入札参加希望者の役員又は管財人を兼ねている者

　　 (ｵ)　その他他の入札参加希望者と上記(ｱ)から(ｴ)までのいずれかと同視しうる資本関

係又は人的関係にある者

 (2)　共同企業体の代表者の資格要件

　　　次に掲げる要件をすべて満たし，それに関する資料の提出ができる者であること。

　　ア　平成９年４月１日から平成 19年８月 23 日までの間に完成検査を受けている次の種

類の工事（公共工事等に限る。公共工事等とは，国又は地方公共団体，法人税法〔昭

和 40年法律第 34 号〕別表第１に掲げる公共法人〔地方公共団体を除く。〕その他こ

れらに準ずる者が発注した工事をいう。以下同じ。）のいずれについても，元請人又

は共同企業体の代表者（構成比率が 20パーセント以上の者に限る。）として施工実績

を有すること。

　　 (ｱ)　海面廃棄物処分場における，海上で作業船により施工する遮水シート工事

　　 (ｲ)　軟弱地盤上の計測管理を行いながら，海上で作業船により施工する埋立工事又は

盛土工事

　　イ　次に掲げる要件をすべて満たす監理技術者を本件工事の現場に専任で１人以上配置

できること。

(ｱ)   資格告示に定める土木一式工事の区分で建設業法第 15 条第２号イに該当する者

（１級土木施工管理技士等）であること。

　　 (ｲ)  上記ア(ｱ)及び(ｲ)に掲げる種類の工事において，監理技術者又は主任技術者等

（現場代理人等として監理技術者又は主任技術者に準じて下請業者を指導する立場

であったと認められる場合を含む。）としての経験を有すること。ただし，ア(ｱ)

の施工経験を有する技術者とア(ｲ)の施工経験を有する技術者を別々の者とするこ

とも認める。

 (3)　共同企業体の代表者以外の者の資格要件

　　　次に掲げる要件をすべて満たし，それに関する資料の提出ができる者とする。

　　ア　平成９年４月１日から平成 19年８月 23 日までの間に完成検査を受けている次の種

類の工事（公共工事等に限る。）の元請人又は共同企業体の代表者若しくは構成員（構

成比率が 20パーセント以上のものに限る。）として施工実績を有すること。

　　　　　海上で作業船により施工する港湾施設，漁港施設又は海岸保全施設の築造工事

　　イ　次に掲げる要件を満たす監理技術者を本件工事の現場に専任で１人以上配置できる



こと。

　　　　資格告示に定める土木一式工事の区分で建設業法第 15条第２号イに該当する者（１

級土木施工管理技士等）であること。

 (4)　配置予定技術者の資格要件

　　　上記(2)イ及び(3)イに掲げる本件工事の現場に専任で１人以上配置すべき監理技術者

（以下「配置予定技術者」という。）は，次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

　　ア　監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であ

ること。

　　　　なお，これに準ずる者とは，次の者をいう。

　　 (ｱ)　平成 16 年２月 29 日以前に交付を受けた監理技術者資格者証を有する者

　　 (ｲ)  平成 16 年２月 29 日以前に監理技術者講習を受け，平成 16年３月１日以後に監理

技術者資格者証の交付を受けた者であって，監理技術者資格者証及び指定講習受講

終了証を有する者

　　イ　入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であること。

　　　　なお，恒常的な雇用関係とは，入札参加希望書提出日までに引き続き３か月以上の

雇用関係にあることをいう。

５　入札参加資格審査の申請手続

 (1)  本件の一般競争入札への参加を希望する者で，上記４(1)アの資格を有しないものは，

資格告示に基づき申請手続を行うこと。

　　　なお，入札に参加するためには，入札時までに当該資格の認定を受けていなければな

らない。

 (2)　申請期間

　　　平成 19年８月 24 日（金）から平成 19年９月 10 日（月）まで（土曜日及び日曜日を

除く。）の午前９時から午後４時 30分までの間，随時受け付ける。

 (3)　申請書等の作成に用いる言語等

　　　申請書，決算書及び委任状は，日本語で作成すること。

　　　なお，その他の書類で外国語で記載のものは，日本語の訳文を付記又は添付するもの

とする。

　　　また，申請書及び添付書類のうち，金額欄については，日本国通貨をもって記載する

こと。外国通貨をもって金額を算出しているときは，出納官吏事務規程（昭和 22年大蔵

省令第 95号）第 16 条に規定する外国貨幣換算率により日本国通貨に換算して記載する

ものとする。

 (4)　申請書の入手先，提出場所及び申請に関する問い合わせ先

　　　〒730-8511　広島市中区基町 10番 52 号

　　　広島県土木部総務管理局建設産業室（広島県庁舎北館６階）

　　　電話 (082)513-3821（ダイヤルイン）



６　設計図書の閲覧

 (1)　閲覧期間

　　　平成 19年８月 24 日（金）から平成 19年 10 月４日（木）まで（土曜日，日曜日及び

国民の休日に関する法律〔昭和 23年法律第 178 号〕に規定する休日〔以下「休日」とい

う。〕を除く。）の午前９時から午後４時 30分まで

 (2)　閲覧場所

　　　〒734-0011　広島市南区宇品海岸二丁目 23番 53 号

　　　広島県広島港湾振興局閲覧室

　　　電話 (082)251-7118

 (3)　設計図書に関する質問

　　ア　質問の方法

　　　　設計図書に関する質問は，次によって書面により行うこと。

　　 (ｱ)　受付期間

　　　　　平成 19年８月 24 日（金）から平成 19年９月 28 日（金）まで（土曜日，日曜日

及び休日を除く。）の午前９時から午後４時 30分まで

　　 (ｲ)　受付場所

　　　　　９(1)の場所

　　 (ｳ)　質問書の提出方法

　　　　　持参すること。

　　イ　質問に対する回答

　　　　質問書による回答書は，次のとおり閲覧に供する。

　　 (ｱ)　閲覧期間

　　　　　平成 19年８月 24 日（金）から平成 19年 10 月４日（木）まで（土曜日，日曜日

及び休日を除く。）の午前９時から午後４時 30分まで

　　 (ｲ)　閲覧場所

　　　　　上記(2)の場所

７　入札手続等

 (1)　入札参加希望書等の提出等

　　　本件の一般競争入札に参加を希望する共同企業体の代表者は，次により入札参加希望

書等を提出するとともに，特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書類等を提出

し，共同企業体としての入札参加資格の認定を受けなければならない。

　　ア　提出期間

　　　　平成 19年８月 24 日（金）から平成 19年９月 10 日（月）まで（土曜日及び日曜日

を除く。）の午前９時から午後４時 30分まで

　　イ　提出場所

　　　　９(1)の場所



　　ウ　提出方法

　　　　持参すること。

　　エ　提出書類の配布方法

　　　　入札参加希望書等及び特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書類等の用紙

は，上記アの期間に９の場所で配布する。

　　オ　入札参加資格の審査結果の通知

　　　　共同企業体としての入札参加資格の認定又は不認定の結果は，平成 19年９月 20 日

（木）までに，共同企業体の代表者に対して通知する。

　　カ　入札参加希望書等について

　　 (ｱ)　入札参加希望書等及び共同企業体としての入札参加資格審査申請書類等は，提出

者に無断で使用しない。

　　 (ｲ)　入札参加希望者等に虚偽の記載をしたことが判明したときは，入札に参加させな

い。

　　　　　また，後日指名除外措置を行うことがある。

　　キ　配置予定技術者に関する記載等について

　　 (ｱ)　配置予定技術者は契約日時点で配置できる技術者を記載するものとする。

　　　　　なお，入札参加希望書を提出する時に配置予定技術者を特定できない場合には，

複数の候補者（３人を限度とする。）を記載することができる。

　　 (ｲ)　入札参加希望書を提出するときにおいて他の工事に従事中である技術者について

は，次の場合に限り記載を認めるものとする。

　　　　ａ　従事中の工事の契約工期の終期が入札日の前日までの場合

　　　　ｂ　従事中の工事の契約工期の終期が入札日以降の場合であっても，完成検査が入

札参加希望書提出の日の前日までに終了している場合

　　　　ｃ　従事中の工事の契約工期の終期が入札日以降の場合であっても，完成検査が入

札日の前日までに行われることが決定している場合

　　 (ｳ)　入札参加希望書を提出するときにおいて配置予定技術者が他の工事に従事中であ

るときは，その工事の工期が延伸され，又は完成検査が延期された場合には，その

理由を問わず，直ちに入札参加希望書を取り下げ，又は入札を辞退しなければなら

ない。ただし，複数の配置予定技術者を記載した場合で，記載した他の技術者を配

置可能である場合を除く。

　　 (ｴ)　入札参加希望書の提出期限の翌日以降は，その理由を問わず，配置予定技術者の

変更，差換え等は認めない。

　　 (ｵ)　工期の延伸等によって配置予定技術者を配置することができないにもかかわらず

入札をした者については，後日指名除外措置を行うことがある。

　　 (ｶ)　落札後，工事の施工に当たって，入札参加希望書に記載した配置予定技術者を変

更できるのは，病休，死亡，退職等の極めて特別な場合に限る。



 (2)　入札及び開札の日時及び場所

　　ア　日時

　　　　平成 19年 10 月５日（金）　午前 10時

　　イ　場所

　　　　広島市南区宇品海岸二丁目 23番 53 号

　　　　広島県広島港湾振興局大会議室

 (3)　郵送等による入札

　　ア　提出期限

　　　　平成 19年 10 月４日（木）　午後４時 30分までに必着とする。

　　イ　提出場所

　　　　９(1)の場所

　　ウ　提出方法

　　　　書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14年法律第 99 号）

第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便

事業者の提供する同条第２項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものに

限る。

 (4)　工事費内訳書の提出

　　ア　入札参加者は，入札の際に工事費内訳書を提出しなければならない（提出しない者

は，入札に参加させない。）。

　　イ　工事費内訳書には，本工事・附帯工事内訳書（種別程度）の記載を求めるが，様式

は指定しない。

　　ウ　入札参加者は，適切な見積りに基づいて入札するよう努めなければならない。少な

くとも落札者については，県が積算した設計書の内訳に照らし，適切な見積りに基づ

いて入札したものであるかどうか，提出された工事費内訳書の内容を確認する。

　　エ　入札は，原則として，工事費内訳書に記載している工事費総額のとおりの価格をもっ

て申込みをすべきものである。ただし，工事費内訳書に記載している一般管理費の 10

分の７（建築工事及び設備工事にあっては，工事費内訳書に記載している諸経費の 10

分の８）を超えない範囲で減額した価格をもってすることは，差し支えない。

　　オ　工事費内訳書は，次に掲げる「適正な見積りの判断基準」を満たすものでなければ

ならない。

　　　「適正な見積りの判断基準」

　　　　次に掲げる要件をすべて満たしていること（見積書に記載されるべき内容がこれら

の条件を満たし得ないことが明らかであるときは，見積書を徴して調査するに及ばな

い。）。

　　　　なお，直接工事費，共通仮設費，現場管理費，一般管理費等の定義は，「農林水産

省土地改良工事積算基準」，「治山林道必携」，国土交通省作成の「港湾請負工事積



算基準」及び広島県作成の「土木工事標準積算基準書」によるものとする。したがっ

て，積算の内訳は，これに従って作成されたものでなければならない。

　　 (ｱ)　直接費（直接工事費及び共通仮設費積上分）は，県が積算した直接費（直接工事

費及び共通仮設費積上分）の 70パーセント以上であること。ただし，電気通信工事，

機械設備工事を含む場合は，機器費についても直接費に含めることとする。

　　 (ｲ)　共通仮設費率分は，準備費，安全費及び技術管理費が計上されているとともに，

県が積算した共通仮設費率分の 50パーセント以上であること。ただし，橋梁等製作

工事を含む場合は，間接労務費（二次労務費）についても共通仮設費率分に含める

こととする。

　　 (ｳ)　現場管理費は，現場従業員及び現場労働者の法定福利費や人件費が計上されてい

るとともに（労務費は法定最低賃金を下回っていないこと。），県が積算した現場

管理費の 50パーセント以上であること。ただし，橋梁等製作工事，電気通信工事，

機械設備工事を含む場合は，工場管理費，技術者間接費，据付間接費，設計技術費

についても現場管理費に含めることとする。

　　 (ｴ)  一般管理費等（契約保証費を含む）は，県が積算した一般管理費等の 30パーセン

ト以上であること。

　　カ　提出された工事費内訳書は，公正取引委員会及び広島県警察本部に提出する場合が

あるとともに，広島県情報公開条例（平成 13年広島県条例第５号）に基づく開示の対

象となる。

　　キ　工事費内訳書は，返却しないものとする。

　　ク　郵送等による入札の場合は，工事費内訳書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に

入れて送付すること。

 (5)　不適切な工事費内訳書を提出した者を落札者とした場合の措置

　　ア　上記(4)エ又はオの基準を満たさない工事費内訳書を提出した者（建設工事執行規則

〔平成８年広島県規則第 39号〕第７条の２の規定により定めた調査基準価格を下回る

価格で入札した者を除く。以下同じ。）を落札者とする場合は，広島県が通知する日

から１か月間，その者の広島県が発注する建設工事等の入札への参加を認めないこと

とする。

　　イ　上記(4)エ又はオの基準を満たさない工事費内訳書を提出した者を落札者とし，同者

と契約を締結する場合は，建設工事請負契約約款第 41 条第２項に定める
か し

瑕疵の補修

又は損害賠償の請求ができる期間（瑕疵担保責任の存続期間）について，「引渡しを

受けた日から２年（木造の建物等の建設工事及び設備工事等の場合にあっては，１年）

以内」を特例によって「引渡しを受けた日から４年（木造の建物等の建設工事及び設

備工事等の場合にあっては，２年）以内」とする。

８　その他

 (1)　契約手続において使用する言語及び通貨



　　　日本語及び日本国通貨

 (2)　入札保証金

　　　免除

 (3)　契約保証金

　　　請負代金額の 10分の１を納付しなければならない。ただし，利付国債の提供又は金融

機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。

　　　また，公共工事履行保証証券による保証を付し，又は履行保証保険契約の締結を行っ

た場合は，契約保証金の納付を免除する。

 (4)　入札の無効

　　　本公告に示した入札参加資格のない者による入札，入札に際しての注意事項に違反し

た入札，その他広島県契約規則（昭和 39年広島県規則第 32号）第 21 条各号に該当する

入札は，無効とする。

 (5)　契約書作成の要否

　　　要

 (6)　落札者の決定方法

　　　広島県契約規則第 19 条の規定によって定められた予定価格の制限の範囲内で最低の

価格を提示した者を落札者と決定する最低価格落札方式とする。ただし，落札者となる

べき者の入札価格によってはその者により当該契約内容に適合した履行がなされないお

それがあると認められるとき，又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を

乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは，地方自治法施

行令第 167 条の 10 第１項の規定によって，その者を落札者とせず，予定価格の制限の範

囲内の価格をもって入札をした他の者のうち，最低の価格をもって入札した者を落札者

とすることがある（「低入札価格調査制度」の対象工事である。）。

 (7)　低入札価格調査制度に基づき低価格入札者を落札者とした場合の措置

　　　あらかじめ定めた調査基準価格を下回る価格で入札し，低入札価格調査を受けて落札

者とされた者と契約するときは，次のとおり取り扱う。

　　ア  建設工事請負契約約款第 41 条第２項に定める瑕疵の補修又は損害賠償の請求がで

きる期間（瑕疵担保責任の存続期間）について，「引渡しを受けた日から２年（木造

の建物等の建設工事及び設備工事等の場合にあっては，１年）以内」を特例によって

「引渡しを受けた日から４年（木造の建物等の建設工事及び設備工事等の場合にあっ

ては，２年）以内」とする。

　　イ　上記(3)にかかわらず，契約保証金の金額は，請負代金額の 10分の３以上とする。

　　ウ　建設工事執行規則第 54条第１項の規定による契約の解除（請負人の債務不履行等に

よる契約解除）が行われた場合に請負人が支払うべき違約金は，請負代金額の 10分の

３とする。

　　エ　適正な施工体制の確保の観点から，請負者は，建設業法第 26条第２項に規定する監



理技術者とは別に，同等程度の要件を満たす技術者を専任で１名現場に配置しなけれ

ばならないものとする。

　　オ　低入札価格調査制度事務取扱要綱第７条第９項の規定による調査（「重点調査」）

の対象になった者を落札者とし，同者と契約を締結する場合，請負人が前払金の支払

を請求できる限度は，請負代金額の 10分の２とする。

　　カ　低入札価格調査制度事務取扱要綱第７条第９項の規定による重点調査の対象になっ

た者を落札者として請負契約を締結する場合であって，その者が平成 19・20 年度広島

県建設工事入札参加資格者名簿における土木一式工事の平均工事成績が 74点以下（平

成 14年 11 月１日から平成 18年 10 月末日までの間に竣工検査を受けた最終契約金額

250 万円以上の広島県発注工事の元請施工実績がない場合は，平均工事成績が上記に

掲げる点数を超えているものとみなす。）であるときは，当該工事が完了するまでの

間，その者の広島県が発注する建設工事等の入札への参加を認めないこととする。

 (8)　手続における交渉の有無

　　　無

 (9)　広島県議会の議決

　　　本件工事の請負契約を締結するには，広島県議会の議決を要する。

(10)　その他

　　　書類の作成及び提出に要する費用は，提出者の負担とし，提出された書類は返却しな

い。

　　　詳細は，入札説明書による。

９　問い合わせ先

　　本公告に関する問い合わせは，次のいずれかの場所にすること。

 (1)　広島県広島港湾振興局総務課

　　　〒734-0011　広島市南区宇品海岸二丁目 23番 53 号

　　　電話 (082)251-7118

 (2)　広島県空港港湾部空港港湾事業局港湾管理室

　　　〒730-8511　広島市中区基町 10番 52 号

　　　電話 (082)223-3428

10　Summary

 (1)  Subject matter of the contract : Construction work of environmental arrangement of

Hiroshima Port (Area 19-4 Dejima District)

 (2)  Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for the

qualification : 4:30 p.m., 10 September 2007

 (3)  Time-limit for the submission of tenders : 10:00 a.m., 5 October 2007 (tenders

submitted by mail : 4:30 p.m., 4 October 2007)

 (4)  Contact point for tender documentation : Hiroshima Port and Harbor Promotion Bureau ,



Hiroshima Prefectural Government

    2-23-53 Ujinakaigan , Minami-Ku , Hiroshima City 734-0011 Japan

     TEL 082-251-7118


